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平成３０年五条広域事務組合議会 第１回臨時会会議録 

 

平成３０年５月２４日、五条広域事務組合議会第１回臨時会は、クリーンパー

ク新川大会議室で招集された。 

 

１．開会時間 

    午前１０時３８分 

 

２．出席議員は、次のとおりである。 

    ２番 成田 義之   ３番 野々部 享   ４番 飛永 勝次 

    ５番 松川 秀康  ６番 浅野 富典   ７番 冨田 雄二 

    ８番 林  正彦  ９番 宮地 直宣  １０番 近藤 陽一 

 １１番 八島 進  １２番 伊藤 嘉規 

    

３．欠席議員は、次のとおりである。 

    １番 伊藤 嘉起 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者は、次

のとおりである。 

   管 理 者 清須市長  永田 純夫 

   副管理者 あま市長  村上 浩司 

 

５．本会議に職務のため、出席した者の職、氏名。 

   五条広域事務組合事務局長  猪子 公威 

   同  上    課長補佐  鬼頭 亮 

   同  上    課長補佐  村瀬 巧 

   同  上    事務局書記 石川 正司 

   同  上    事務局書記 小出 拓哉 

   同  上    事務局書記 鈴木 辰徳 

清須市生活環境課長     島津 行康 

あま市環境衛生課長     後藤 幸元 

 

６．会議事件は、次のとおりである。 

 日程第 １．仮議席の指定について 

 日程第 ２．会議録署名議員の指名について 

 日程第 ３．会期の決定について 

 日程第 ４．選挙第１号 議長の選挙について 

 日程第 ５．議席の指定について 

 

 

 

（傍聴者 ０人） 
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議事の経過 

午前１０時３８分：議会開会 

 

副議長（林正彦君） それでは引き続き会議を開かせていただきます。清須市議

会選出議員の改選に伴いまして、本組合の議長が不在でございます。地方自

治法第１０６条第１項の規定により、私、副議長の林正彦が議長の職を執り

行わせていただきます。ご協力のほどよろしくお願いをいたします。ただい

まの出席議員数は１１名でございます。定足数に達しておりますので、これ

より平成３０年第１回五条広域事務組合議会臨時会を開会いたします。直ち

に、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布し

たとおりでございます。日程第１「仮議席の指定」を行います。清須市議会

選出議員におかれましては、改選が行われましたので仮議席の指定をいたし

ます。ただいまご着席の議席を指定したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声あり） 

副議長（林正彦君） ご異議なしと認めます。ただいま、ご着席の１番から７番

までの議席を仮議席といたします。次に、日程第２「会議録署名議員の指名

について」を行います。本臨時会の会議録署名議員は会議規則第５９条の規

定により７番冨田雄二議員並びに１２番伊藤嘉規議員を指名いたします。次

に、日程第３「会期の決定について」を、議題といたします。お諮りします。

今回の臨時会の会期を、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

副議長（林正彦君） ご異議なしと認めます。したがって会期は、本日１日限り

と決定いたしました。日程第４「選挙第 1号 議長の選挙について」を議題

といたします。お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１

１８条の規定により、投票と指名推選がございます。本組合では指名推選を

選択したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

副議長（林正彦君） 異議なしと認めます。したがって議長の選挙の方法は、指

名推選とさせていただきます。お諮りします。当組合議会の議長には、当職

から指名させていただきたいと思いますがこれにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

副議長（林正彦君） 異議なしと認めます。当組合議会の議長には伊藤嘉起議員

を指名いたします。お諮りします。ただいま、本席において指名しました、

伊藤嘉起議員を議長の当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

副議長（林正彦君） ご異議なしと認めます。議長には伊藤嘉起議員と決定いた

しました。ただいま議長に当選されました伊藤嘉起議員は、本日、ご不幸が
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あり欠席されておられますが、事前に議長の指名推選をさせていただく旨を

打診をいたしまして、当選した際の承諾はいただいておりますので、ご報告

いたします。それでは引き続き、日程第５「議席の指定について」を議題と

いたします。議席の指定につきましては、会議規則第３条第２項に議長が定

めると規定されていますが、議長が不在でございますので地方自治法第１０

６条第１項の規定により私が議長を代理して、定めさせていただきます。  

先ほど私が指定させていただいた１番から７番の仮議席を、本議席と定めま

す。よろしくお願いいたします。本日の議事日程はすべて終了いたしました。

以上をもちまして、平成３０年第１回五条広域事務組合議会臨時会を閉会い

たします。ありがとうございました。 

 

午前１０時４２分：議会閉会 


